漏水に対する水道料金の減免取扱要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、四万十町給水条例（平成18年四万十町条例第187号）
　第３３条の規定に基づき、漏水に対する水道料金の減免を行うことについて必
　要な事項を定めるものとする。

　(減免又は免除の対象となる漏水)

第２条　四万十町給水条例33条に規定する特別の理由とは、次の各号のいず

　かに該当し、かつ使用者の故意及び重過失に基づかないものをいう。

　(１)　地下漏水、壁中漏水、その他発見することが困難である漏水(以下「地
　　下漏水等」という。)があると認められるとき。

(2) 火災により漏水したとき又は火災による消火のために水を使用したと
　　認められるとき。

　(地下漏水等による減免)

第３条　地下漏水等による減免は、水道使用者又は所有者(以下「使用者等」と
　いう。)が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に行うことができ
　る。

　(１)　使用者等が善良な管理者の注意をもって管理しても発見できなかった
　　自然経過的な漏水であること。

　(２)　漏水発見後、四万十町指定給水装置工事事業者による適正な修繕が行わ
　　れていること。

　(３)　同一の給水装置の同一場所において、減免を必要とする検針月前２年以
　　内に減免を受けたことがないこと。

　(４)　使用水量が、基準水量を超えていること。

　(５)　申請日において、水道料金に未納がないこと。

　(火災による減免)

第4条 火災による減免は、火災が発生した給水装置設置場所の使用者等の水道
　料金について、火災により漏水した場合又は火災による消火のために水を使用
　した場合に行うことができる。

　(減免対象とする期間)

第５条　減免対象とすることができる期間は、次の各号のいずれかによるものとする。

　(１)　地下漏水等によるときは、漏水したと推定される時期(修繕が完了した
　　日)の属する検針月、又はその前の検針月のうち、減免水量が最多となる一
　　検針月の期間を対象とする。

　(２)　火災によるときは、火災発生の日の属する検針月の期間を対象とする。

　(減免水量の算定)

第６条　地下漏水等の場合は、使用水量から基準水量（漏水が始まったと推定

　される前３ヶ月の平均使用量）の2分の１の値を差し引いて得た値(1立方メー
　トル未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)を減免
　水量とする。ただし、基準水量の算定が妥当でない場合は、前年同期の水量を基準
　水量とすることができる。
２　火災の場合は、使用水量から基準水量を差し引いて得た値を減免水量とする。
　(申請の手続)

第７条　水道料金の減免措置を受けようとする使用者等は、水道料金減免申請書
　(様式第１号)を修理が完了した日から60日以内に町長に提出しなければなら
　ない。

　(認定又は却下の通知)

第８条　町長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく必要事項を調査の上、
　減免の可否を決定し、その結果を、水道料金減免可否決定通知書(様式第２号)
　により申請者に通知するものとする。

　(その他)

第９条　この要綱に定めるもののほか、漏水に対する水道料金の減免に関し必
　要な事項は、別に定める。

附　則

　この告示は、平成22年2月1日から施行する。

